
～高齢者ご本人のほか、高齢者のご家族、地域の民生委員さんなど
高齢者の見守りに従事されている方からも広く相談を受け付けます～

【実施主体・お問い合わせ】滋賀県消費生活センター 彦根市元町4-1 TEL:0749-27-2234

受付期間：令和３年１２月１３日（月）～１２月２８日（火）（日曜除く）
受付時間：午前９時１５分～午後４時
対 象：契約当事者が６５歳以上の消費生活相談

このような相談が寄せられています！

・突然訪問してきた業者に布団の打ち直しを勧められ、断り切れずに契約してし
まった。クーリングオフしたい。

・１回限りのお試しのつもりで健康食品をネットで注文したら定期購入だとわかっ
た。解約したい。

（相談専用）

相談無料

インターネット消費生活相談はこちら⇒


